
 

 

豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市が地域共生社会の実現を目指すにあたり、持続可能な権

利擁護支援モデル事業実施要領（令和４年５月 12 日付社援発 0512 第５号厚生労働

省社会・援護局長通知「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 34）

に基づき、豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （目的） 

第２条 豊田市は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、

意思決定及び社会参加に必要な手段的活動の確保の支援として、本要綱で定めると

ころにより、地域生活意思決定支援事業を試行的に行うものとする。 

 

 （定義及び事業内容） 

第３条 前条の「地域生活意思決定支援事業（以下「本事業」という。）」とは、豊田

市が次項及び第３項に掲げる事業を一体のものとして実施することにより、地域生

活課題を抱える市民に対する意思の決定及び社会参加に必要な手段的活動の確保

の支援を一体的かつ包括的に提供する事業をいう。 

２ 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）地域生活課題を抱える市民であって、精神上の理由又は社会的障壁により社会

生活を円滑に営む上での意思決定に困難を有する者に対し、地域住民等と支援関

係機関との連携による支援体制の下、訪問による選好及び価値観の把握、意思の

表出及び形成に必要な情報の提供及び支持その他意思決定のために必要な便宜

の提供として別に定めるものを行う事業（以下「意思決定フォロワー推進事業」

という。） 

３ 市長が指定する者は、地域住民等と支援関係機関との連携による支援体制の下、

次に掲げる事業（以下「生活基盤サービス事業」という。）を行うものとする。 

（１）日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な手続又は費用の支払に関し相

談に応じ、及び助言を行い、並びに必要な便宜の供与として別に定めるものを行

う事業（以下「日常的金銭管理サービス事業」という。） 



 

 

 （本事業に要する費用） 

第４条 本事業に要する費用の額、支給及び利用者負担額に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 （本事業の対象者） 

第５条 本事業の対象者は、豊田市に住民登録のある者又は豊田市が援護を実施する

者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認める場合

は、この限りでない。 

（１）認知症、知的障がい、精神障がいその他の精神上の理由又は社会的障壁により、

社会生活を円滑に営むために必要な意思の決定及び社会参加するために必要な

金銭管理その他の手段的活動の確保の支援を要する者 

（２）前号に該当する者であって、当該課題に対し、親族からの支援又は民間事業者

が提供するサービスの利用による支援を受けることが困難である者 

（３）本事業の支援の内容について判断し得る能力を有していると認められる者又は

成年後見制度若しくは未成年後見制度を利用している者 

２ 市長は、前項に該当する対象者から、試行的運用の対象となる者を選定する。 

 

 （利用の登録） 

第６条 本事業の利用登録を希望する者は、市長が別に定める者に豊田市地域生活意

思決定支援事業利用登録書兼基本チェックリスト（様式第１号。以下「基本チェッ

クリスト」という。）を提出するものとする。 

２ 前項による提出があったとき、別添１に基づき、市長が別に定める者は、本事業

の利用登録を希望する者との面接により、基準に該当するかどうか確認を行う。た

だし、本事業の利用登録を希望する者との面接が困難な場合は、この限りでない。 

３ 前項による確認の結果、本事業の対象者と認められる者は、基本チェックリスト

の実施結果を市長に提出しなければならない。 

４ 前項による提出があったとき、市長は、豊田市地域生活意思決定支援事業利用者

登録証（様式第２号）を発行するものとする。 

 

 （本事業の利用） 

第７条 本事業の利用登録者は、市長が基本チェックリストの実施結果を受理した日



 

 

から本事業を利用することができる。 

 

 （利用の登録取消し） 

第８条 市長は、本事業の利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事

業の利用の登録を取り消すことができる。 

（１）基本チェックリストの質問項目に対する回答について、別添１に掲げる基準に

該当しなくなったと認めるとき。 

（２）本事業の利用登録者が、本事業を今後利用する意思がないために自主的に登録

の取消しを希望するとき。 

２ 取消しの効力は、取消決定日から生じるものとする。 

 

 （権利擁護支援委員会） 

第９条 市長は、本事業が、権利行使の支援及び権利侵害から回復の支援（以下、「権

利擁護支援」という。）として適正な運営を確保するとともに、利用者等からの苦情

を適切に解決するために、人格が高潔であって、社会福祉、意思決定支援又は法律

に関し識見を有する者（以下、「委員」という。）で構成される権利擁護支援委員会

を置くものとする。 

２ 委員の委嘱期間は、２か年とする。 

３ 権利擁護支援委員会は、豊田市意思決定フォロワー推進事業の試行的運用に関す

る要綱に基づき、同要綱に規定する意思決定支持者に対して必要な助言又は支援を

行う。 

３ 権利擁護支援委員会は、豊田市生活基盤サービス事業の試行的運用に関する要綱

に基づく、生活基盤サービス事業者に対して必要な助言、支援又は勧奨を行う。 

４ 権利擁護支援委員会は、本事業に関する苦情についての解決の申出があったとき

は、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するも

のとする。 

５ 権利擁護支援委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し本事業に関係する者

の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。 

６ 権利擁護支援委員会は、本事業において権利擁護支援の確保にあたり、成年後見

制度の利用の必要性を認めるときは、市長又は豊田市成年後見支援センターに対し、

速やかに、その旨を通知しなければならない。 



 

 

７ 前各項に規定するもののほか、権利擁護支援委員会に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本事業の試行的運用に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１１月１６日から施行する。  



 

 

別添１（第６条関係） 

 

市長が別に定める者 

以下に所属する職員 

・ 豊田市役所福祉総合相談課 

・ 地域包括支援センター 

・ 委託障がい者相談支援事業所 

・ 居宅介護支援事業所 

・ 指定特定障がい者相談支援事業所 

事業対象者に該当する基準 
様式第１号の質問項目 No.１～５までの５項目のすべ

てに該当 

意思決定に支援を要する基準 
様式第１号の質問項目No.６～10までの５項目のうち

２項目以上に該当 

社会参加に必要な手段的活動の

確保に支援を要する基準 

様式第１号の質問項目No.11～15までの５項目のうち

２項目以上に該当 

  



 

 

様式第１号（第６条関係） 

 

豊田市
と よ た し

地域
ち い き

生活
せいかつ

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

登録書兼
とうろくしょけん

基本
き ほ ん

チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

 

 

〈本人
ほんにん

簡易
か ん い

チェック
ち ぇ っ く

〉            実施日：令和   年   月   日 

項目 確認事項 

あなたの 

状態
じょうたい

 

何
なに

かを決める
き め る

時
とき

に、不安
ふ あ ん

になることや、誰
だれ

かに相談
そうだん

した

いと思う
お も う

ことがありますか。 
はい ・ いいえ 

お金
お か ね

の出し入れ
だ し い れ

や使い方
つかいかた

に、不安
ふ あ ん

になることや、誰
だれ

かに

相談
そうだん

したいと思う
お も う

ことがありますか。 
はい ・ いいえ 

事業
じぎょう

に 

対する
た い す る

希望
き ぼ う

 

説明
せつめい

を聞いて
き い て

、事業
じぎょう

を利用
り よ う

したいと思いました
お も い ま し た

か。 はい ・ いいえ 

「基本
き ほ ん

チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

（裏面
うらめん

）」を実施
じ っ し

して当てはまる
あ て は ま る

と、

事業
じぎょう

を利用
り よ う

できるようになります。 

「基本
き ほ ん

チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

」の実施
じ っ し

を希望
き ぼ う

しますか。 

はい ・ いいえ 

※全て「はい」がついた場合は、登録希望者情報を記入して基本チェックリストを実施。 

 

〈登録
とうろく

希望者
きぼうしゃ

情報
じょうほう

〉 

ふりがな  

氏
し

  名
めい

  

住
じゅう

  所
しょ

 

〒 

豊田市 

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

 明治・大正・昭和・平成     年    月    日 

 

〈情報
じょうほう

取得
しゅとく

及び
お よ び

提供
ていきょう

の同意
ど う い

〉        ※ 基本チェックリストが「該当」の場合は記入。 

私
わたし

（代理者
だいりしゃ

）は、豊田市
と よ た し

が本事業
ほんじぎょう

の利用
り よ う

に必要
ひつよう

な範囲内
はんいない

で、登録書
とうろくしょ

及び
お よ び

基本
き ほ ん

チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

の記入
きにゅう

内容
ないよう

、要支援
ようしえん

・要介護
ようかいご

認定
にんてい

又
また

は障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

支給
しきゅう

決定
けってい

等
とう

の情報
じょうほう

について、関係
かんけい

機関
き か ん

・部署
ぶ し ょ

か

ら取得
しゅとく

するとともに、意思
い し

決定
けってい

支持者
し じ し ゃ

、生活
せいかつ

基盤
き ば ん

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

及び
お よ び

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

委員会
いいんかい

その他
そ の ほ か

の

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

に提供
ていきょう

することに同意
ど う い

します。 

令和
れ い わ

   年
ねん

   月
がつ

   日
にち

 

 豊田
と よ た

市長
しちょう

 様
さま

 

 本人
ほんにん

氏名
し め い

  

 代筆者又は代理者氏名  本人との関係  



 

 

 電話番号
でんわばんごう

  
 

基本チェックリスト 

 

実施日：令和   年   月   日 

質問 答え  

１ 何かを決める時に、相談できたり、頼ることができたりする

家族がいますか。 
はい いいえ 

５ 

２ お金の出し入れや使い方について、相談できたり、頼ること

ができたりする家族がいますか。 
はい いいえ 

３ お金の出し入れや支払いなどで、他のサービスによって十

分な支援を受けられていますか。 
はい いいえ 

４ 事業について、内容がわかりましたか。 はい いいえ 

５ 事業を利用するときに、必要な費用がわかりましたか。 はい いいえ 

６ 自分の話を、もっと聞いてほしいと思うことがありますか。 はい いいえ 

２ 

７ 施設や事業所の職員以外に、話をする人がいますか。 はい いいえ 

８ 時間があるときにしてみたいこと、行ってみたいところや、

欲しいものなどについて、もっと考えてみたいと思うことが

ありますか。 

はい いいえ 

９ 時間があるときにしてみたいこと、行ってみたいところや、

欲しいものなどについて、もっと教えてほしいと思うことや

知りたいと思うことがありますか。 

はい いいえ 

10 施設や事業所の職員などに何かを伝えるときに、うまく言

えないことがありますか。 
はい いいえ 

11 お金があれば、欲しいものがありますか。 はい いいえ 

２ 

12 お金の使い方について、困ることや迷うことがありますか。 はい いいえ 

13 お金の出し入れについて、困ることや迷うことがあります

か。 
はい いいえ 

14 施設の利用料や家賃、光熱水費などの支払いについて、困る

ことや迷うことがありますか。 
はい いいえ 

15 手続きや書類の提出について、困ることや迷うことがあり

ますか。 
はい いいえ 

 

面接者  



 

 

チェック結果 該当 ・ 非該当 



 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

豊田市地域生活意思決定支援事業利用者登録証 

 

 

 

 


